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第５２回国土交通省政策評価会 

令和３年１０月２２日 

 

 

【久保田政策評価企画官】  それでは、おそろいのようですので、定刻前ではございます

が、これより第５２回国土交通省政策評価会を開催いたします。私は事務局をしております、

政策評価企画官の久保田でございます。 

 開催に当たりまして、当局の小原政策統括官から一言御挨拶を申し上げます。 

【小原政策統括官】  おはようございます。この８月から政策評価担当の政策統括官を拝

命いたしました、小原でございます。大変お世話になります。よろしくお願い申し上げます。 

 本日は、大変御多忙のところ、また東京については１２月中旬並みの寒さと言われるとこ

ろ、この第５２回の国土交通省政策評価会へ御出席賜りまして、誠にありがとうございます。

委員の皆様には、日頃より国土交通省の政策評価に関しまして、非常に丁寧で的確な御指導

を賜っているところでございます。この場をお借りいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 

 本日の政策評価会では、政策レベルの４つのテーマ、令和２年度分のテーマにつきまして

御指導をいただくわけでございます。このテーマにつきましては、５月に開催をいたしまし

た第５０回の政策評価会、それから７月に行われました個別評価の場におきまして、レビュ

ーを行っていくに際しての取組方針などの根幹的な事項につきまして、御熱心な御審議、御

指導をいただいたところでございます。 

 本日は、こうした折に委員の皆様方からいただきました御指導を踏まえまして、最終的な

評価書の作成に向けて、各テーマ担当部局に等におきまして検討を進めてまいりました、そ

の検討の進捗状況につきまして中間報告を予定しているところでございます。本評価会、そ

して、予定されております個別指導を通しまして、各テーマの政策目的と目標に掲げた効果、

そして発現した効果と政策の因果関係につきまして、詳しく分析をしていくということに

なります。 

 このような作業によりまして、課題と、その改善方策を発見されていくということが期待

されているわけでございます。この後、先ほど申し上げましたように、担当部局等から中間

報告をいたしますので、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げます。 

 今後とも、引き続き御指導賜りますことをお願い申し上げまして、私の挨拶とさせていた

だきます。本日はよろしくお願い申し上げます。 
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【久保田政策評価企画官】  それでは、進行状況の注意事項を説明いたします。今日の政

策評価会は、政策評価に関する情報の公表に関するガイドラインにのっとって公開で開催

をしております。委員の皆様には、意見用紙を机上に用意しておりますので、適宜御利用く

ださい。会議資料は、会議終了後、議事録は各委員による内容確認後に公表します。 

 また、議事記録の後進への引継ぎのため、会議をＴｅａｍｓにて録画しておりますので、

御了承ください。なお、本日は、工藤委員は３０分ほど遅れ、佐藤委員は１時間ほど遅れと

いうことでの参加となっております。 

 本題の各テーマの説明は１０分としておりまして、説明終了２分前に１回、終了時間に

２回、ベルを鳴動します。本会議は新型コロナウイルス感染症対策としまして、レビュー担

当局の随行者は開会から閉会まで、４局、全員着席のところですが、入替え制としておりま

す。換気はドアを閉じていても、空調のみで対策上、有効であるところ、さらなる対策とし

ては、ドアを常時開放としております。会議中は常時マスク着用で、重ね重ねでございます

が、お願いいたします。 

 それでは、以降の議事進行を座長にお願いいたします。 

【上山座長】  上山でございます。本日はよろしくお願いいたします。今日はオンライン

で参加の委員もおられますが、メインの審議事項のほうはちょうど今が重要な時期を迎え

ておりますので、事務局の方も含めて活発な議論ができればいいなと思っております。 

 その前に、報告事項が２点ありますので、それについて事務局から２項目まとめて報告を

お願いします。 

【久保田政策評価企画官】  それでは、資料１を御覧ください。報告事項①、平成２９年

度政策レビューの取りまとめ後の実施状況でございます。政策レビュー実施後、原則３年後

にそれまでの取組状況を政策評価会に報告しまして、ホームページで資料を公開すること

としております。 

 それでは、資料１の平成２９年度のテーマの実施状況について報告をいたします。１つ目

のテーマです。テーマ名、津波防災地域づくりに関する法律に基づく施策ということです。

大震災が２３年に発生しまして、それを受けた新法に基づく国が行った支援対象を政策の

対象としております。概要につきましては、浸水想定の設定と推進計画の作成、そして警戒

区域の指定についてでございます。 

 それでは、取りまとめ後の対応方針としまして、下半分、四角が６個ありますが、それに

ついて簡単に説明をいたします。まず１つ目の箱、支援体制の構築と周知につきましては、
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平成３０年１２月に国に支援チームということで、ワンストップで相談・提案を行う体制を

構築しております。また、具体的な取組に至っていない自治体への働きかけのためにトップ

セミナーを行うなど、例えば平成３１年には６４の市町村長さんに対しまして直接働きか

けをしております。 

 ２つ目の箱です。推進計画の改定についてなんですが、そのためのガイドラインがありま

して、作成に当たっての工夫や留意点を新規に盛り込むということで、第２版となる改訂版

を発行しております。 

 ３つ目の箱です。デリバリー型のサポートの立ち上げにつきましては、取組開始後３年半

で３０市町村へのサポートを実施しております。これは、本年の秋時点でございます。また、

学識経験者や計画作成の自治体職員等の有識者を紹介できることを、訪問した全ての自治

体に対して御案内をしているといったようなこと。また、サポートの活動終了後なんですが、

課題やそれについての対応といった一連のサポート内容をフィードバックしております。 

 また、４つ目の箱です。ダイレクト型の情報発信の確立についてでございます。平成

３０年１１月に開始をしておりまして、２年半で４度発行しておりまして、全国６８０の沿

岸自治体に対しまして、電子メールで直接発信をしております。 

 事例集でございます。これにつきましては、平成３０年５月に初版本を国交省のホームペ

ージに掲載をしておりまして、第２版を昨年に更新しております。また、周知につきまして

ですが、これまで説明会を３２道府県で４３回実施しているということでございます。 

 続きまして、２つ目のテーマでございます。総合物流大綱でございます。これは、ちょう

ど平成２９年が２５年大綱の目標年ということで評価をしております。取りまとめ後の対

応方針です。 

 １つ目の箱はＡＳＥＡＮへの進化ということでございまして、平成３０年に日ＡＳＥＡ

Ｎ交通大臣会合で日ＡＳＥＡＮコールドチェーン物流ガイドラインを策定しております。

普及戦略を本年策定しておりまして、国別のアクションプランへ移っているということで

ございます。 

 また、本年、日本提案によりまして、ＩＳＯにコールドチェーン物流に関する技術委員会

（ＴＣ－３１５）を設置しておりまして、我が国は議長国として日本式のコールドチェーン

物流サービス規格の国際標準化に向けた議論を主導しています。 

 人口減少が２つ目の箱でございます。トラック運送業における将来の担い手確保のため

に事例集を作成しております。また、宅配便の再配達削減方策の１つであります、置き配の
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普及に向けまして検討会を立ち上げておりまして、これまで５回開催をしております。また、

令和３年度からはポストコロナ時代を見据えた検討を行っております。 

 ３つ目の箱です。新しいニーズに関してです。これにつきましては、２社以上の連携や協

働によるモーダルシフト、そして共同配送等の取り組みに関する支援を行っておりまして、

これまで２８４件について認定をしているということでございます。 

 続きまして、ピンポイント渋滞対策です。これにつきましては、ＥＴＣ２.０のビッグデ

ータを用いたピンポイント対策を、例えば高速道路においては１２か所に実施中でござい

ます。また、海上輸送につきましては、国際コンテナ戦略港湾におきまして、大水深コンテ

ナターミナルを１５バース整備しております。 

 続いて、ＩｏＴ、ＡＩ絡みでございます。これにつきましては、隊列走行について、本年

の冬に新東名高速におきまして、後続車の無人隊列走行技術を実現しております。また、平

時に加えて災害時やウィズコロナでも活用可能なドローン物流につきましては、全国地域

で実証実験を行っておりまして、２０２０年度からはドローン物流の実用化に向けた機体

導入に対する支援を行っております。 

 地球温暖化対策でございます。これも、２社以上の連携・協働によるモーダルシフトに対

する支援ということで、１０３件を認定しております。また、自動車、鉄道、船舶、航空分

野において、それぞれ取組を進めております。 

 最後、緊急物資、いわゆる災害対応でございます。これについては、ハンドブックを平成

３０年に作成しまして、全国に周知しているところでございます。 

 ３つ目のテーマでございます。離島地域における振興対策ということで、これは現行の離

島振興法、１０か年の時限立法でございまして、ちょうど中間年ということでやっておりま

す。取りまとめ後の実施状況でございますが、２つ目の箱から説明します。 

 ２つ目の箱が、大きな柱として、５本あるうちの１個目なんですが、「なりわい」につい

てでございます。これにつきましては、新たな商品開発の研究や販売経路の拡大等の方法に

ついて支援を行っております。例えば、香川県でブランド力の向上等の発信を行っておりま

す。 

 情報発信についてでございます。Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者などを対象に、空き家情報の提

供等の支援、または移住者に向けるための空き家改修、そしてシェアオフィス等の改修につ

いての支援を離島各地で行っております。 

 続きまして、小学校の維持です。これにつきましては、毎年７月に取りまとめてホームペ
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ージ上で公表することで、各地の離島留学の推進を行っておりまして、現在１０４校が実施

中でございます。 

 続きましての箱です。医師の確保です。スマートアイランドの実証調査事業の中で、遠隔

診療やドローンによる医薬品輸送に関する実証実験を令和２年度に行っております。 

 続いて、観光についてです。これにつきましては、国内外に向けまして、パンフレットの

作成やウェブの作成の運用、そしてＰＲ活動の情報発信や人材育成のための研修を行って

おりまして、先進事例の調査や推進主体の立ち上げの体制に係る整備の支援を行っている

ところでございます。 

 最後、４つ目でございます。海運絡みでございます。開運からの温室効果ガスの排出削減

策ということで、これにつきましては、平成２５年度から２８年度に実施しました国際的な

枠組みづくりというのがありまして、それを評価対象としております。 

 取りまとめ後の対応方針でございます。１つ目の箱です。基準を策定するＩＭＯ、国際海

事機関、これの委員会、議長等に日本人の派遣等といったようなことでございます。これに

つきましては、ＩＭＯの中の海洋環境保護委員会において、２０１８年から現在に至るまで、

国交省職員がアジア初の議長を務めております。また、その事務局につきましても、海洋環

境部長をはじめとしまして、複数の日本人を派遣しておりまして、支援体制を増強しており

ます。 

 ２つ目の箱です。官民の円滑な連携についてでございます。これにつきましては、ゼロエ

ミッションプロジェクトを立ち上げておりまして、技術開発課題や国際基準、そして包括的

な検討、また産官学公の連携によりまして、ロードマップを２０２０年３月に策定をしてお

ります。これにつきましても、また日本がＩＭＯでＧＨＧ排出削減対策、これは海事・海運

温室効果ガスの削減なんですけども、その対策に関する議論を主導しております。 

 ３つ目の箱です。ＩｏＴやビッグデータに関してでございます。これは、それらを活用し

た先進的な船舶用機器の技術開発の支援を行っておりまして、先進船舶の導入を促進する

計画の策定を支援するための支援を行っております。これにつきましては、技術開発で

１０件、計画策定で１４件の支援をしております。 

 最後の箱です。ＬＮＧ燃料についてでございます。これにつきましても、先ほどの支援事

業につきまして、令和２年度までに１４件の策定を行っております。また、ＬＮＧ燃料船の

技術実証に必要な工事費や設備費等の経費の一部について、３件の支援を行っております。

また、バンカリング船によりまして、令和２年１０月には国内初となるShip to Ship方式
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でのＬＮＧ燃料供給を豊橋において実施しているというものでございます。 

 平成２９年度の取りまとめ状況の報告は以上でございます。 

 続いて、報告事項の２に移ります。 

【上山座長】  ここでちょっと議論したほうがいい。１回切りましょう。ちょっと私から

は確認なんですが、これも報告事項なんですけども、委員のほうから意見があれば、サジェ

スチョンという形で申し上げてもいいものですね。 

【久保田政策評価企画官】  そうです。また、不適切とか、足らないということがあれば、

また後日でございますが、確認を。 

【上山座長】  これは、各局が基本的にやったことが書かれるので、我々のほうから何か

変更を申し入れるようなものじゃないんですが、やられているはずのことがあまりちゃん

と書けていないと思うのが、最後の国際海運です。これはレビューのときに指摘したときよ

りも、状況はもっと厳しくなっていると思う。 

【久保田政策評価企画官】  現状。 

【上山座長】  はい。それから、世間の関心も非常に高まっているテーマなので、私はも

っと具体的に書かないと駄目だと思います。 

 この左側の欄と右側の欄があるんですけど、左のほうが、レビュー取りまとめ時点での政

策への反映の方向になっていますけども、その後の状況変化なども踏まえて、もうちょっと

具体的に。ほかのテーマに比べると抽象的です。 

【久保田政策評価企画官】  そうですね、その前のところは確かにウィズコロナ、アフタ

ーコロナを書いて。 

【上山座長】  はい、左側は最近の状況も踏まえていますけど、ほかの局の状況も見て、

もっと具体的にやっていることを情報公開という視点から書いていただきたい。 

 右側も、実は過去にやったことだけが書いてあって、これからどうするか。今後の取組方

針も書くはずの欄なので、特にこのテーマは昔指摘されたことに対して、その後対応しまし

ただけじゃ、やっぱり駄目で、今後どうするのかというのを積極的に書いていただくべきだ

し、実際やっておられると思うんです。 

 これは、前の３つもお見せして、具体性に乏しい、最近の事情を踏まえた積極的情報公開

をこの機会を捉えてやってくださいとお伝えいただきたい。 

【久保田政策評価企画官】  分かりました。すみません、実はこの中で、初版本が海事局

が一番出来がよかったもので、ほかのところの出来があまりよろしくなかったので、その中
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でちょっとウィズコロナ、ポストコロナを見据えたものを入れておかないとまずいよと言

っていたもので、ちょっと時間を取られて、出来がよかった海事局を横並びで見るのは……。 

【上山座長】  まあ、そういう感じなのかもしれない。 

 というのと、あともう一個前の物流です。物流も非常に丹念によく書かれているんですけ

れども、一番下のところだけちょっと寂しくて、ハンドブックを配って周知したというのと、

あと、小田原と竹原でちょっとやりましただけで終わっている。今後何をするのかを足して

いただきたいです。多分、何かいろんなことをやろうとされていると思うので。 

【久保田政策評価企画官】  分かりました。 

【上山座長】  ほかの委員の方、いかがですか。オンラインの方も、何かあれば。大丈夫

ですか。 

 じゃ、報告事項２つ目に行きますか。 

【久保田政策評価企画官】  分かりました。じゃ、先ほどの御指摘を踏まえまして、また

委員の皆様に御紹介をかけた後、公表という形で持っていきたいと思います。 

 続きまして、報告事項の２つ目でございます。資料２－１、本年度から３年以内に実施す

る次年度以降のテーマについて、説明をいたします。本年度では、これから審議を行う４テ

ーマがそこに記されております。来年度は５つ、再来年度は４つを予定しております。ここ

では、来年度である令和４年度について紹介をいたします。 

 １つ目のテーマは、物流審議官による災害に強い物流システムの構築でございます。大震

災の教訓としまして、やはり物流システムを災害に強くするということが喫緊の課題とな

っております。平成２０年に改正された災害基本法ではプッシュ型支援といったようなこ

とで、国交省としても、自治体のみならず物流事業者団体との災害時の協力、協定の締結促

進を図っております。また、熊本地震を踏まえまして、広域の拠点の開設とか、または運営

ハンドブックの見直しも図っております。 

 今後の首都直下や南海トラフに備えまして、ラストマイルも含めた円滑な物資輸送の実

現に向けた取組を進めておりまして、その災対法の改正から１０年を経過する来年度にレ

ビューするものございます。 

 ２つ目です。官庁営繕部担当の、環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全の

推進でございます。官庁整備に関しましては、平成２６年度に政策レビューを実施しており

まして、防災・減災、そして老朽化対策、環境対策の方向性を整理しております。これを踏

まえまして、防災拠点となります官庁施設の強化に努めてまいりまして、また、木材利用や
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環境負荷低減の取組を進めております。 

 前回の評価から８年が経過する令和４年度に、これまでの取組についてレビューを行う

というものでございます。 

 ３つ目でございます。海事局担当の内航未来創造プランの進捗状況でございます。内航海

運が今後とも産業基礎物資の輸送やモーダルシフトを担う基幹的な輸送インフラとして機

能するように、平成２９年６月に安定的輸送の確保と生産性向上を軸としまして、おおむね

１０年後の将来像を描いた内航未来創造プランを策定しておりまして、事業基盤の強化を

はじめとしまして、各種政策を実施しております。 

 令和４年度にはおおむね５年が経過することから、中間地点での点検とレビューを予定

しております。 

 ４つ目でございます。国際統括官担当のインフラシステムの海外展開の推進でございま

す。我が国の成長戦略の一環としまして、令和２年に約３０兆円のインフラシステム受注を

実現することを目標に海外展開の推進を図っております。国交省では、平成２８年３月に行

動計画を策定しておりまして、インフラシステムの海外展開を強力に推し進めております。 

 平成３０年６月に所管する独法が案件形成から完工後の運営や維持管理まで取り組むこ

とができる体制を整備する、海外社会資本整備事業への我が国事業者の参入促進に関する

法律が成立をしております。それから５年が経過した令和４年度に、政策レビューを行うも

のでございます。 

 ５つ目は、観光庁の旅行の質の維持・向上です。これは後からエントリーしたものでござ

いまして、中身としましては旅行業務に関する取引の公正、旅行の安全の確保、そして旅行

者利便の増進等を図る観点から、登録制度や業務の適正化が重要な施策でございます。 

 平成３０年１月に旅行の安全や取引の公正を確保するための改正通訳案内士法や、改正

旅行業法が施行されております。これらにつきまして、法改正から５年後の令和４年に政策

レビューを行うというようなものでございます。 

 続きまして、資料２－２、年間スケジュールでございます。今回の政策評価会は、評価書

の構成案を策定しまして、最終的な評価書作成に向けた進捗状況を中間報告するものでご

ざいます。今後、１１月中に２度目の個別指導を実施しまして、年内には評価書の１次案を

作成し、各テーマの担当委員への送付を予定しております。これは４名の主査宛に送付を予

定しております。 

 １次案に対する委員からの御意見を踏まえまして修正を行いまして、２次案を取りまと
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め、１月中には委員の皆様全員へこの２次案を送付したいと思っておりまして、最終的には

３月下旬に評価書を大臣決裁、決定、そして公表する予定としております。 

 報告事項は以上でございます。 

【上山座長】  以上について、御意見、御質問ありますか。１個だけ、私のほうから。令

和４年度のテーマに旅行業の質というのがありますけど、これは恐らく質の定義をめぐっ

ていろんな議論が起きると思います。消費者保護と、あと経営品質を上げてくださいと、安

全というのもあります。あと、公取的な意味の競争環境とか。人によって頭の中にある質の

定義が随分違う。早めにすり合わせをやっていただいたらと思います。 

 じゃ、よろしいですか。審議事項に入りますか。 

【久保田政策評価企画官】  はい。 

【上山座長】  それでは、審議事項に入りますけれども、時間、４テーマ、それぞれ説明

１０分、質疑１４分ということで進めたいと思います。事務局のほうは、何分前に鳴らして

いただけますか。 

【久保田政策評価企画官】  ８分で１鈴、１０分で２鈴です。 

【上山座長】  ということで、時間厳守で説明のほうを要領よくお願いをします。 

 あと、委員の皆様はお手元に意見記載用紙がありますので、そこに発言できなかった部分

とかコメントを自由にお書きください。これ、後で活字にして、メールで委員の間で共有化

し、事務局もその内容を各局にフィードバックをすると、そういう段取りになっております。 

 まず、１つ目、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎについて、説明をお願いします。 

【森戸課長】  大臣官房技術調査課長、森戸でございます。資料３－１で御説明を申し上

げたいと思います。 

 １ページ目をお願いしたいと思います。これは、個別指導時などでもお示しをさせていた

だいた資料でございます。年間の建設投資を約５０兆円、うち公共部門は４０％でございま

す。さらに、直轄工事は全体の約４％となってございます。前回も少しお話をさせていただ

きましたが、我々の組織で第一義的に対応可能な部分は公共部門の部分でございまして、発

注する工事の世界では何ができるかというところでございます。 

 そのため、まずは直轄の現場における取組を中心に、一部地方公共団体の発注する工事も

含め、これまでどのような取組を進めてきたかなどをレビューいたします。その上で、レビ

ューそのものではございませんが、今後の展開として民間部門へ広げていく、その方向性に

ついてお示しをしたいと考えてございます。 
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 ２ページ目以降ですが、まず、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの概要及び現況です。個別

指導におきまして、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの定義をはっきりさせるべきという御

指導を頂戴しました。そのため、施策導入の背景や初期から、これまでどういった取組に主

眼を置いてきたのかを、以降、御説明したいと思います。 

 ３ページ目でございます。まず、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ導入の経緯でございます。

我が国の少子高齢化が進む中で、建設業における労働力不足も避けては通れない状況でご

ざいます。ここ１０年程度は横ばい傾向にあるものの、平成９年のピーク時に比べ４割程度、

建設就業者は減少しておりまして、高齢化も進んでございます。そのため、高齢者の離職に

伴う労働力不足を補うことはもちろんのこと、生産性を上げることが避けられない課題と

考えてございます。 

 ４ページでございます。将来の担い手不足により、同じ予算が確保できたとしても、これ

までと同じ工事量の実施が困難になることが予測されます。日建連では２０２５年度まで

の１０年間に約１３０万人の大量離職になると予測しており、新規の技能労働者の入職で

補っても、なお約３５万人程度、約１割分の省人化の実現が必要となってまいります。 

 また、工事日数についても、４週当たりの休日を２日拡大するためには、約１割の短縮が

必要でございます。このため、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎは１工事当たりの工事量、デ

ジタル技術や新技術の活用や平準化等の取組により、より少ない労働力で実現しようとい

うものでございます。 

 ５ページ目、お願いをいたします。施策の推進に当たりましては、こちらは有識者による

委員で構成されるｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ委員会の助言も頂戴をいたしました。こ

ちらはその報告書の概要でございます。ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを進めるための視

点としては、建設現場を最先端の工場へ、建設現場へ最先端のサプライチェーンマネジメン

トを導入、建設現場の２つの「キセイ」の打破と継続的な改善という、３つの視点が示され

てございます。 

 これを目指し、下段に記載のＩＣＴの全面的な活用、コンクリート工の規格の標準化等の

全体最適の導入、施工時期の平準化の３つのトップランナー施策から、具体的取組を進めて

まいりました。 

 委員の先生方より、施工時期の平準化はｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎであろうかとい

う御意見がございました。ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎは、先ほど申し上げましたとおり、

建設現場の生産性向上を目指す取組であり、その点で施工時期の平準化もｉ－Ｃｏｎｓｔ
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ｒｕｃｔｉｏｎに包含し、これまで進めてまいってきたところでございます。 

 ６ページをお願いいたします。こちらは、レビューしていく、これまでの直轄工事を中心

とした主な取組である５つの取組項目について、記載をしてございます。前ページと似てい

るところがございますが、これまで重点的に取り組んできた施策の柱立てを示してござい

ます。 

 ７ページ、お願いをしたいと思います。ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進体制でござ

います。先ほど御説明したｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ委員会と有識者委員は重複する

ところがございますが、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎについては、推進コンソーシアムを

設け、さらにその中の企画委員会からも適宜御助言等をいただきながら施策を進めてまい

ったところでございます。 

 続きまして、先ほどお示しをいたしました５つの柱立てについて、これまでの取組状況等

を説明したいと思います。１０ページをお願いしたいと思います。まず、当該５本柱につき

ましては、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ推進コンソーシアム企画委員会からの御助言と

もおおむね合致をしてございます。国土交通省としては、これらの施策をまず重点的に進め

てまいったところでございます。 

 １２ページをお願いいたします。まず、ＩＣＴの全面的な活用でございます。直轄工事に

おける対象工種は、平成２８年度の土工を皮切りに拡大をしており、現在では１３工種とな

っております。 

 １３ページをお願いいたします。主要な５工種に着目いたしますと、令和２年度は全体の

約８１％の工事にてＩＣＴが活用されております。また、経験企業数も着実に伸びておりま

す。作業時間の縮減効果ですが、例えば土工では約３割の縮減が図られております。 

 １４ページには、全体最適の導入をお示ししてございます。各種ガイドラインの策定等を

進めてきており、例えばコンクリートの施工において、現場打ちに比べプレキャストでは効

率性が２倍から５倍になっているという結果になってございます。 

 １５ページでは、施工時期の平準化についてお示しをしてございます。工事の稼働件数を

グラフに示しておりますが、閑散期と繁忙期の差が少しずつ小さくなっている傾向が見ら

れ、全体的には平準化が浸透していると言えると思います。全国で地域ごとの平準化率を算

定し、見える化する取組も進めてまいってございます。 

 １６ページには、３次元データ等の利活用についてお示しをしてございます。まず、いわ

ゆるＢＩＭ／ＣＩＭについて、ガイドラインや手引、活用を特に推進するモデル事務所の設
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定などにより、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用は着実に増加をしてございます。 

 また、３次元データの共有を行うデジタルトランスフォーメーション、ＤＸデータセンタ

ーの整備、ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎで得られたデータ以外のデータも含めた連携を

行うプラットフォームの構築などを進めてきてございます。 

 １７ページ、広報の取組でございます。優れた取組を表彰するｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉ

ｏｎ大賞を創設してございます。３部門に分かれてございまして、地方公共団体の取組その

ものや、民間部門の取組も対象化をしてございます。 

 これまで実施状況の概要を御説明いたしましたが、続きまして、課題と今後の方向性につ

いて、また先ほどの柱ごとに御説明をさせていただきたいと思います。 

 ２０ページをお願いいたします。まず、ＩＣＴの全面的活用でございます。ＩＣＴ実施件

数や経験企業数は増加しているものの、いわゆる中小企業での普及が進んでいない状況で

ございます。また、地方公共団体での実施をさらに後押しすることが必要と考えてございま

す。 

 ２１ページをお願いいたします。地方公共団体ですが、昨年度実施したアンケートにより

ますと、受注者側を理由に挙げているほか、小規模な工事では割に合わないという意見が寄

せられてございます。 

 ２２ページ、お願いいたします。小規模な工事に適したＩＣＴ機器の使い分けができるよ

う、取組を進めてまいりたいと思います。具体的には、小規模現場に対応したＩＣＴ機器に

ついて現場実証を行い、基準類等を整備してまいりたいと考えてございます。 

 ２３ページをお願いいたします。また、民間で開発が進んでいる新技術、汎用品の利活用

や導入についても、併せて検討してまいりたいと考えてございます。令和３年８月２７日に

は、学識経験者、地方公共団体、機械系企業団体を含む業界団体等を構成員とするＩＣＴ導

入協議会、ＩＣＴ普及促進ワーキンググループを設置し、検討に着手したところでございま

す。 

 ２４ページをお願いいたします。続きまして、全体最適の導入でございます。プレキャス

ト導入の効果については、先ほど説明をいたしましたとおりで、特殊車両で運搬可能な規格

については、活用を原則化してございます。他方、大型になりますと、現場打ちに比べてコ

ストが割高になる傾向にございます。そのため、コスト以外の要素を踏まえて、最大価値と

なる工法を選定する方策などの検討を進めてまいります。 

 ２５ページをお願いいたします。続きまして、施工時期の平準化でございます。発注機関
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別に見ますと、市町村工事がやはり低い水準となっており、市町村に対して先進事例の共有

ですとか、フォローアップ等を行っていく必要があると考えてございます。 

 ２６ページは、３次元データの利活用についてお示しをしてございます。基盤の整備が整

い始めている段階でございまして、受発注者とともに経験をこれから蓄積していく段階で

す。引き続き、基盤整備を進めるとともに、人材育成を強力に進めていく必要があると考え

てございます。 

 ２７ページをお願いいたします。続きまして、広報でございます。民間部門の取組募集に

ついては、広く応募を募るとともに、受賞者の取組のホームページでの御紹介などを行って

いるところでございます。 

 ２８ページをお願いいたします。ただし、行政部門、民間部門、共にＩＣＴの活用に関す

る応募が多い状況でございまして、それ以外の幅広い分野の取組の収集、横展開を図ってい

く必要がございます。また、民間部門の取組につきましては公共工事に限らない取組も応募

がありますが、さらに広く応募を募る公募を進める必要があると考えてございます。 

 ２９ページ以降、これまでに述べました重点５本柱以外、または横断的な観点からの課題、

方向性でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。まずは人材育成でございます。３次元データの利活用の

部分でも触れましたが、データ活用のみに限らず、特に中小企業も対象としたＩＣＴに関す

るアドバイザー制度、講習等、地方整備局において広く実施してございます。 

 ３１ページには、関東地整での具体例を示してございます。これらの取組を引き続き推進

していく必要があると考えてございます。 

 ３２ページ、生産性の計測指標についてお示ししております。先ほど、土工での作業時間

縮減効果を説明しましたが、そのあたりを活用し、作業時間の縮減効果を算出しております。

２０１９年度は１７％、２０２５年には２割を達成できる見込みでございます。 

 ３３ページ、前頁では直轄を対象としてございましたが、続きまして民間を含めた全体の

算出状況でございます。右肩上がりで伸びているところですが、頭打ちとなってございます。

これは、資材価格の上昇などに圧迫された影響があるのではないかと推測しております。引

き続き、生産性を計測する適切な指標がないか、検討していく必要があるところでございま

す。 

 最後に、民間部門の知見吸収等でございます。多くは、直轄発注工事に焦点を当ててござ

いましたが、今後、委員の先生からの、最後の３５ページになります御指摘等も踏まえまし
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て、民間の知見吸収、普及策等の検討が必要ではないかということについて、しっかり対応

していきたいというふうに思ってございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

【上山座長】  非常に分かりやすい説明、ありがとうございました。 

 全員の皆さん、どうぞ。質問、それぞれの方、一通り出し終わってから、まとめて重要な

部分だけ御回答をいただくというやり方をしたいと思います。 

 どなたからでもどうぞ。 

【大串委員】  では、私からお願いします。目的と結果が非常に的確に示されています。

そのために何をやったのかということの整理も、非常に前回と比べたら格段に分かりやす

くなっていて、御苦労があったことかと思います。ありがとうございました。 

 私がちょっとだけ疑問に思ったのは、まず、３０ページで、人材育成をやられているとい

うところです。地整さんで取組がかなり違うということなんですか。画一的というよりも、

その地域に合ったようなアドバイザー制度だったり、専任講師制度だったり、連絡会議など

でやっていらっしゃるのか、メニューは一緒なんだけれども、今回ちょっと特出しされてい

るものの内容が少し違うということなのかというところが、ちょっと分からなかったのと。 

 あと、今回、目標に対してのある意味、中間報告的なところなんですけれども、あと何を

やれば目標に到達するというふうにお考えなのか。もしくは、もう到達しているので、次の

段階なのかとか、その辺の整理がもしあったら教えていただけるか、書き込んでいただける

とありがたいかなと思いました。 

 以上です。 

【上山座長】  ほかの方はいかがですか。オンラインの先生はどうですか。 

 松田さん、どうぞ。 

【松田委員】  ありがとうございます。私も今のお話と似たようなことを申し上げようか

なと思っていたんです。今後の取組として、また、これまでの取組としても、やはり人材育

成というのが非常に大事な項目になってくるのではないかなと、お聞きしていて思いまし

た。 

 ほかのところも、以前と比べて非常に分かりやすくなったのですけれども、この人材育成

のところで、これからまだ多分やるべきことというのはたくさんあると思うんです。ですの

で、その辺りの展望についても少し御説明、あるいはコメントでも結構なので、入れ込んで

いただけると、より重要課題を網羅したような形になるのではと思いました。 
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 以上です。 

【上山座長】  はい。 

【加藤委員】  １つよろしいでしょうか。私も同じ印象を持ちました。努力していただい

たおかげで、分かりやすくなったと思います。 

２つコメントがあります。１つめは、生産性向上の結果をいかに評価するかは引き続き検

討中ということでしたが、価値を最大化したいという気持ちはよく分かるのものの、何の価

値を最大化しようとしているのかがよくわかりませんでした。今の問題意識の書きぶりだ

と、労働者数が減っているのでそれに対応する、という以上のものがあまり感じられません。

最初の問題設定の中で、価値が十分発揮されていないことを明確に言わないと、価値最大化

という話とつながらないという気がしました。どういう価値を高めるべきなのかとか、どう

いう点で価値が十分発揮されていないのかという問題を、前半できちんと説明すべきです。 

 それから、３４ページ目に少し書いていただけているのですが、国の事業から得られた知

見を、民間にどのように広げていくのかの戦略が依然として十分書かれていないとも感じ

ました。おそらく、これから作業をさらに進めていくのだと理解しておりますが、ぜひとも

より深く御検討いただけるとありがたいです。 

 以上です。 

【上山座長】  ほかの方、ありますか。 

 じゃ、私のほうから３点あるんですけど、１つは、やっぱりｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏ

ｎというのは、民間の現地現場で起きている話なので、中小と大企業に多分分けないと難し

いと思いますけども、実態分析ですね。ほとんど使われていないような現場もあるし、ゼネ

コンなんかはかなりやっておられるものもあるので、そういう現地現場で何が起きている

かということを、できるだけ数字で、難しい場合は事例でもいいんですけども、それの把握

と整理がないと、やっぱり概念とかプランの説明ばかりになっていると思うんです。 

 なので、ここの部分は実態調査をしっかりとやらないと書けないと思うんですけども、残

りの期間でヒアリングなど、足で情報収集すると、そういう作業をぜひやっていただきたい。 

 それから、２点目が、これは書き方の問題なんですけれども、人手不足の話がｉ－Ｃｏｎ

ｓｔｒｕｃｔｉｏｎを言い出した頃には非常にフォーカスされていたん。その後、生産性に

なり、さらに、今はデジタルツインだとか、ビッグデータとか、ＩＴの技術が進化した。当

時言っていた人手不足から出発して、それができているかどうかというので今もやってい

ると、非常に小さいことをやっている感じになると思うんです。 
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 特に、最近はやっぱり省エネルギーと省資源、資源の有効活用、それからＣＯ２、これは

建設業が全体に占める比率が非常に大きい。国家戦略的に考えて、ＣＯ２だのエコといった

ときに、建設業、どうするんだよという話に当然なってくる。そこの観点が欠落している。

今後の課題のところに書くのかもしれないし今までやれと言われていたわけもないという

実態はあると思うけれども、言及しないと後から多分後悔する。 

 それから、あと３点目は、結局、役所が何をやっているかというのがよく分からない。ｉ

－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ白書的に今回まとめていただいているんですが、さっき申し

上げたように、民間の実態を加えたとしても、やっぱりそれは白書でしかない。政策評価と

言うからには、まず官需と民需と、きっちり章立てを分けていただく。民需に関しては、今

日説明いただいたようなことを実態評価とともに書ければいい。行政が直接やっているわ

けじゃないので、啓蒙・啓発が多いと思う。 

 一方官需については、以前の説明にあったような、いろんな細かい工夫をされているので、

それは章を別にして、全体の中に混ぜ込まずに、きっちりと政策評価点検という形でまとめ

ていただきたい。 

 あと、さらに注文をつけると、民需向けのところに関しても、結局委員会を使って議論し

てもらった以外に、役所が実際に広報とかキャンペーン以外に何をやっているのかという

のが、やっぱりよく分からない。民間企業がやることなので、役所が直接、建設現場では何

もできないけれども、「委員会が検討しました」、「自分たちは広報キャンペーンしました」

だけなのか。 

 政策評価というのは府省が主語で、府省が行うようになっている。ひょっとしたら独法の

研究所などでこれに類するような研究テーマをやっているんだったら、そういうのも書く

べきだし、オール国交省的視点で、ほかの課の活動も含めて、ぜひ入れていただければいい

かなと思います。 

 あと生産性向上というのは、テクノロジーだけではできない。発注者がＩＴをどこまで使

いこなしているかということで、官需などはクオリティーが変わってくる。そういう点検な

ども含めて、この際、やっぱり今後何をするのかというところをきっちり洗い出すと、今ま

での景色とはかなり違ったアクションプログラムができる。 

 ということで、今後やることの洗い出しの作業を目的にしつつ、役所の政策評価になるよ

うに頑張っていただきたい。ともあれ以前に比べ大きく進化したので、この調子でぜひ頑張

っていただければと思います。 
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【工藤委員】  すみません、遅くなって入りましたが、１点だけです。コストについての

部分で、ぜひ併せて御検討いただきたいということです。２２ページが中心になるかと思う

んですが、コストと生産性ということですけれども、この分野は、やっぱり参入障壁といい

ますか、最初のうちはどうしてもコストが高くなるという傾向があります。 

 しかし、やはり技術がだんだんと一般化し、標準化してくると、コストは長期的には安く

なりますので、その問題を民間の企業の方にどのように説明し、どのように今後、実施して

いくか。今、上山先生もおっしゃったかと思いますけれども、短期的なものだけではなくて、

長期的な視点というのが必要だと思いましたので、この点、特にコストの問題、先生方はお

っしゃっていなかったので、少し御検討いただければというのが意見です。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

【上山座長】  ありがとうございます。よろしいですか。 

【森戸課長】  ありがとうございます。いろいろ御意見をいただきました。人材育成、今

いろんな地整をやっている中で、それぞれが工夫してやっているのを少し体系的に整理も

させていただくようにしたいと思ってございます。 

 それから、加藤先生からは、もうちょっといろいろターゲットの明確化というようなお話

もいただきましたし、上山先生からもいただきましたので、その辺りはしっかり今後努力を

してまいりたいと思います。 

 それから、最後に上山先生から３点目にいただいた民需の対応の部分、今我々がやってい

るところと、省全体と、そこはちょっと政策評価官室ともまた相談をさせていただきながら、

対応できる部分は対応させていただくというふうにしたいと思います。 

 また、ＣＯ２、カーボンニュートラルの課題は、御指摘いただいたとおり、今までちょっ

とあまりなかった課題ですので、今後どうするかというところで、漏れなく対応させていた

だくというふうに検討をしてまいりたいと思います。御指摘、踏まえて。 

 あとは、最後、工藤先生からいただいたコストの部分は、これ正直、我々が今やっている

官需の部分でいうと、どうしても高いところをどうやって面倒見るかというか、対応するか

というところで、民需のコスト重視みたいなところがありますので、その辺りとのバランス

をどう考えるかということでございます。これもしっかり残りの時間で検討していきたい

と思います。ありがとうございました。 
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【上山座長】  どうもありがとうございました。じゃ、引き続きよろしくお願いします。 

 それでは、次は道路局、無電柱化の推進について、説明をお願いします。 

【荒瀬課長】  道路局環境安全防災課長の荒瀬でございます。資料３－２に基きまして御

説明させていただきます。 

 １ページは、評価書の要旨ということで示してございます。後ほど詳しく御説明いたしま

す。 

 ３ページをお開きください。無電柱化の目的ということで、無電柱化は防災、安全・快適、

景観の３つの目的ということになってございます。個別指導の中でも、無電柱化を進めるべ

き道路というのはどこなのかというところでございました。それぞれが持っている道路の

質が違うと思いますので、それぞれで進めていくというところでございますけれども、昨今

の状況で、一番左の道路の防災・強靱化というところでございますが、台風だとか、最近、

災害が激甚化しているというところ、それから、千葉でございました長期停電、通信障害の

防止という観点からも、防災を進めていかなければならない。 

 かといって、景観・観光振興とか、安全・円滑な交通確保につきましても、引き続き進め

ていくものだというふうに考えてございます。 

 ４ページが、無電柱化の費用負担でございます。これは、前回御説明しましたが、おおむ

ね３分の１ずつ、それぞれが負担をしているという状況でございます。 

 ５ページが、戦前の状況と戦後の状況に分けて、少し経緯を取りまとめてみました。戦前

は、ここの赤字で書いてございますけれども、諸外国と同様、地中化を試みていたようなん

ですけれども、関東大震災だとか戦争がございまして、地中化が進まなくなったと。 

 ６ページが、戦後から昭和６０年までの状況ですけれども、やはりコストの問題や、戦後

の復旧を急がなきゃいけないということで、架空線が標準になったと考えてございます。 

 ７ページが、昭和６１年から進めておりますそれぞれの計画、これは前回御説明しました

けれども、平成２８年に法律ができまして、平成３０年から無電柱化推進計画を策定して、

今般、令和３年度から７年度の新たな無電柱化推進計画を策定したところでございます。 

 ８ページが、それぞれ計画において、どういう道路が対象になっていったのか、どういう

地域が対象になっていったのかというのを示してございます。１期、大都市の中心部の主要

道路というところでしたが、それをだんだん計画が進んでいくに従って、少しずつ拡大をし

ていっていると。途中、やっぱり防災という観点も進めながら、道路法の改正だとか、無電

柱化の推進に関する法律に基づきまして、対象を広げていっているというところでござい
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ます。 

 ９ページが、国交省としての予算制度、それから、いろんな占用料の減免等を整備したと

ころでございます。地方自治体には補助、交付金等で支援しておりますし、電線管理者につ

いては観光地域振興無電柱化推進事業、占用料の減免等で支援しているところでございま

す。 

 １０ページが評価の視点、３つの視点でございます。３つの視点ということで掲げてござ

います。 

 まず、最初、１１ページ、無電柱化を推進する上での目標、方向性でございます。 

 こちらにつきまして、１２ページでございます。これは、先ほどお示ししたものでござい

ますが、令和３年５月に新たな無電柱化推進計画を策定して、それぞれの計画に基づきまし

て、順次、事業を進めているところでございます。 

 １３ページは、冒頭御説明しました、それぞれの目的というところで、それぞれ対象にす

る道路が、重複しているところもございますけれども、少しずつ違ってきているんじゃない

かなというところでございます。 

 １４ページが、それぞれ対象道路の目標、今般の無電柱化推進計画に掲げた目標でござい

まして、防災であれば、電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化着手率を、

現況３８％を５２％まで上げるというところで考えてございます。それぞれ全体の延長を

定めまして、その地区に関して目標を立てているところでございます。 

 １５ページが、評価の視点、２点目でございます。 

 １６ページ、新設電柱の抑制でございまして、これは年間７万本、新設電柱が増えている

というところで、これにつきましては、現在まだ分析をしてございまして、増加要因につき

まして調査をしているところでございます。 

 御指摘の中で、この目的以外の道路について、電柱を立ててよいという間違ったメッセー

ジになっていないかというところについてですが、基本的には、新設電柱の調査、全ての道

路、それから民地も対象にしてございますので、その内容についてしっかり取りまとめてま

いりたいというふうに考えてございます。 

 １７ページが、概念図としてイメージを示してございます。道路上に立っているもの、民

地に立っているもの、それぞれ整理をしていきたいというふうに考えてございます。 

 １８ページが、コスト縮減です｡令和７年度までに計画の中でも２割のコスト縮減という

ことで定めてございます。取組としては、マニュアルに低コスト手法を追加したり、試験施
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工、仕様の統一化を図っているところでございます。 

 １９ページが、低コスト手法の事例でございまして、浅層埋設、小型ボックス等を進めて

ございます。こういう中で、省力化を図るためにボックスを軽いものにするとか、そういっ

た取組も実際に実施してございます。 

 ２０ページが、一般的な掘削工法と新たな掘削工法ということで、少し占用物件がないよ

うなところにつきましては、こういった大型機械を使って掘削をする方法も考えていきた

いと考えてございます。 

 ２１ページが仕様の統一でございまして、ケーブル、それから変圧器等も、一般送配電事

業者で仕様の統一の検討をしているところでございます。 

 ２２ページが、事業のスピードアップでございます。事業期間の半減に取り組むというこ

とにしておりまして、包括発注、ＰＦＩ等、試験的に実施をしておりまして、その効果につ

いて把握をしてまいりたいと考えてございます。それから、もともとある既存ストックをう

まく活用するという方法も考えていきたいと思ってございます。 

 ２３ページが、それぞれ段階ごとに示してございますが、それを包括的に行うことで、

２４ページにございますとおり、７年かかっているものを４年に短縮していきたいと。取り

まとめて実施することで、事業期間の短縮をしていきたいというふうに考えてございます。 

 ２５ページは、民間技術をうまく使うということで、ＰＦＩ手法、事業費も非常にかかる

ものでございますので、そういったものの平準化も含めて、民間の活力、技術も活用してい

きたいというふうに考えてございます。 

 ２６ページが、既存ストックの活用でございます。もともとあるマンホール等をうまく活

用して、その中に通信管だけでなく、電力管も収容することによって、ガス管等の移設が必

要なくなるというものでございます。 

 ２７ページが占用制限等の取組です。占用制限につきましては、自治体の占用制限の指定

が低いというところがございますので、その状況につきまして定期的に確認して、進まない

理由を聞き取ってまいりたいというふうに考えてございます。 

 ２９ページが、占用制限の現状ということで、直轄国道につきましては全線、新たな電柱

を立たせないということでやっております。基本的には、直轄国道は全線で占用制限をかけ

てございます。今後、自治体が管理します緊急輸送道路についても対象にしていくというこ

とで、行っていきたいと思ってございます。 

 ３０ページは、沿道民地に立ちます電柱につきましても、道路法を改正して、今後沿道地
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域を活用して地域指定を進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 ３１ページが今後の政策の方向性でございます。評価の視点、それぞれ御説明をいたしま

したけれども、全て御意見いただいているものがまとまってはおりませんが、下に書いてお

りますように、マニュアルを充実させる、そこにしっかり事例を設けて、こういうことをや

れば安くスピードアップが図れるんだなというところを周知してまいります。 

 それから、自治体のサポートの充実ということで、御意見をいただきました中には人の派

遣ということもございましたけれども、そういったことは慎重に、また今後検討していきた

いというふうに考えてございます。 

 それから民間の電線管理者、占用者との一体の取組をしっかり進めていくとともに、実際

に工事に携わるコンサルタント、施工業者も含めて、一体的な取組を推進してまいりたいと

思います。 

 ３２ページ以降は参考資料でございますので、説明は省略させていただきます。 

 以上でございます。 

【上山座長】  ありがとうございました。では、どなたからでもどうぞ。 

【加藤委員】  よろしいですか。ありがとうございます。まず、無電柱化は最終形として

どういうものを目指しているのかという、最終ゴールがあれば教えてください。 

 次に、地中化の影響として、今は災害、安全、景観の話が出ていますが、例えばメンテナ

ンスをするときのメリットやデメリットとしてどういうものがあるのか、それから、ＣＯ

２の観点から見たときに、影響としてどういうことが考えられるのか、そういった議論があ

るのかどうか教えてください。 

 

【上山座長】  じゃ、ほかの委員の方、どうぞ。 

 白山さん。 

【白山委員】  よろしいですか。施策や今までの取組とかを整理して、これまでやってき

たプロセスの評価という観点で、課題と対策を出していることは分かったんですが、評価の

手法として、このような課題を出すプロセスの評価という問題と同時に、例えば海外の事例

調査とか、アンケートという言葉が出てきていたと思いますが、それによってどういう効果

があったのか、インパクトがあったのかとか、アウトカムがあったのかということに対する

評価など、その辺はどの程度進捗しているんでしょうか。そのような点の確認でございます。 

【上山座長】  じゃ、ほかの方。 
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【山本委員】  山本ですが、よろしいですか。この問題は、結果的に予算で決まると思う

んですけども、ちょっとデータ的に補強していただきたい点は、社会基盤の交付金の内訳に

入っているとは書いてあるんですが、前もって、確かに交付金だから何に使ってもいいとい

うことにはなっているんでしょうけども、少なくとも目安なり実績がないと、その進捗状況

がどこに問題があったのかというのがよく分からないので、それを整理していただきたい

という点が１点。 

 それと、２点目は、官のほうで予算をつけたとしても、計画があるにしても、電線の管理

者のほうの予算づけがどうなっているのかということで、実質的にはどちらで決まるのか。

それは調整はされているんだと思うんですけれども、そこら辺の電線管理者側のメーター

当たりの金額、それと、国のほうで予算措置する金額とのバランスがうまくとれているのか

どうかというのが、進捗度合いにも関係するかもしれないので、そこら辺の情報をちょっと

追加していただくとありがたいなというふうなのが感想です。 

 以上です。 

【上山座長】  工藤さん、どうぞ。 

【工藤委員】  ありがとうございます。先ほど白山委員がおっしゃったことにちょっと追

加になります。恐らく電柱の地中化については、時代とともに、当初は、例えば景観が重要

であったりとか、変わってきていると理解しております。白山委員が御指摘されたとおり、

今では、例えば災害対策、それからメンテナンスの問題、これは例えば共同溝の問題と関係

するかと思いますので、そういった視点からの優先順位が何なのかというのが、ちょっと今

の御発言、それから資料からは分かりにくかったと。 

 なので、現在、何を重要点として――これは、ですから、白山委員御指摘のとおり、政策

評価というものの評価の視点がよく分からないということと私の問題意識を共有しており

ますので、現在、何が重要で、それをどのように評価されたいのか、それについて、例えば

日本の状況をどうお考えなのかということについて、何か分かることがあれば教えていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

【上山座長】  ほかの方、どうですか。 

 では、大串さん。 

【大串委員】  ありがとうございます。今もうほとんど議論は出尽くしているかなと思う

んですけども、結局進まなくなった原因というのは何なのというところが、はっきり分かり
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にくい。あれも、これも、どれもそうなんでしょうけれども、まず目指すべき姿がこうだっ

たと、現在どの位置にいて、後退しているのか、進んでいるのかというのがよく分からない。 

 現時点での評価指標というものを取り入れると、それがどういうふうに見えてくるのか

というのも、ちょっと分かりにくくて、そこが少しきれいになってくるといいのかなという

ふうに思いました。 

 すみません、以上です。 

【上山座長】  佐藤さん、どうぞ。 

【佐藤委員】  今入ったものですから、もしかしたら質問に重複があったら申し訳ないん

ですけども。 

【上山座長】  大丈夫です。 

【佐藤委員】  お金の流れを少し明示したほうがいいかなと。恐らく電柱専門の補助金と

いうのはないわけですよね。恐らく自治体が出しているお金から、景観の話が出てきたのは、

多分観光とか、そちらにお金がついたからですよね。防災は防災ですよね。ちょっと電柱の

周辺にある補助金とか、お金の流れを見ないで、先ほど御指摘のあったボトルネックがよく

見えてこないのかなという気がしますので、その辺の整理、お金の整理をちょっとしていた

だければと思います。 

 以上です。 

【上山座長】  よろしいですか、ほかの方。 

 それでは、私のほうから。私はちょっとテクニカルなサジェスチョンがあるんですけど、

その前に、今回、これを見て、しみじみ国交省はすごい意欲的だなと。無電柱化というのは、

やっぱりよく考えると、道路局の本来業務じゃないんですよね。電柱を立てているのは民間

事業者であって、だけど頑張るという、この道路局の勇気というか、やる気にまず敬意を表

したいと思います。 

 その話と裏返しに出てくるのが、やっぱりこれはステークホルダーが国交省ではない。つ

まり、道路管理者という視点はあるんだけど、電柱は民間企業のものであって、あと自治体

がやっぱり結構ステークホルダーになる。それから、道路は県道とか市町村道もあるわけで、

国道ばかりじゃない。 

 なので、ステークホルダーが非常に多いという、その現実を踏まえた報告書にすべきです。

「国交省は頑張っています」、「道路局は頑張っています」と一手に引き受けて書いておられ

るんだけど、国民目線で言うと、「そんなに頑張ってくれている割には全然進んでいないじ
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ゃないか」と。。 

 それで、何が言いたいかというと、まず道路局という立場を捨てて、１回、日本電柱白書

みたいなものを、最初に前段で書かれたらいいんじゃないかと。つまり、日本に道路は、国

道、県道、市町村道を含めてこれだけありますと。そこに電柱はこれだけ立っておりますと。

それに関して、過去１０年でも、２０年でもいいけど、電柱を減らそうという努力をみんな

がやっていて、これだけ減りましたと。 

 しかし、もともとやろうと言っていたボリュームはできていません。できていない原因は、

関係者がいて、それぞれがそれぞれの事情でいろいろ困難に直面していると。しかし、海外

に比べると、我が国は遅れているので、もっと頑張らなくちゃいけませんみたいな、週刊こ

どもニュース的な概況説明というのを最初にしないと、やっぱり一般国民目線からすると、

過剰な期待と誤解を生んでしまう報告書になっていると思うんです。 

 なので、一旦ちょっと第三者目線で状況を説明いただいて、その上で、みんな頑張ってい

るんだけども、進まないと。そこで、我が道路局はこうしたら進むと思っているんだと。そ

れで、これだけのことを自分たちとしてはやってきた。今後は、さらにこういうことをした

いと思っているんだけど、関係者の皆さん、協力してくださいみたいな感じで終わると。 

 これは本を１冊書くような感じで、「電柱ゼロ日本を目指して」といった新書を書くみた

いなトーンで書いたほうが実質的に意味がある。社会的にもすごく関心の高いテーマで、首

長さんとかは時々いろいろ発信される。そういう意味でも、この際、ちゃんと整理をしてみ

たらどうかと思うんです。 

 なので、今日書かれている内容はすごくいいんだけど、これだけ出されると、ミスリーデ

ィングな結果になってしまうと思います。国民目線で見るとどうかという視点を、ぜひちょ

っと事務局の人たちと一緒に作っていただく。材料はもう十分あるんだろうと思う。 

【大串委員】  メインで書くところは、重要物流道路と指定されているところに関して、

これだけの努力をしてきたとか、これだけが足りていないというところが、すごくやっぱり

道路局としては主眼なんじゃないかなと思います。 

【上山座長】  国民は全ての道路の全ての電柱というところからスタートするので、まず

そこから絞り込んでいかないといけない。一方で電柱が立っていていい場所もいっぱいあ

るわけだし、それの説明も要る。 

 第三者目線に立てば簡単だと思うんですけど、それがすごく難しいとは思います。でも実

はそんなに難しくない。 
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 いかがでしょう。 

【荒瀬課長】  今御指摘いただいた、確かに今般の計画を説明するときにも、関係者説明

するときに、何で道路局がやっているんだというような、同じようなことを言われました。

実際に、新設電柱も７万本増えているんですけれども、民地に立っているものも結構ござい

ますので、そういったことも含めて、当然、電線管理者を指導しています経産省やエネ庁、

それから、総務省、通信事業者のＮＴＴも含めて、こういった推進体制をしっかりつくって、

新設電柱についてもしっかり調査をさせていただいているところでございます。 

 昭和６１年から無電柱化、キャブということで進めてまいりましたのは、やはり道路の上

で、御指摘ございましたとおり、景観というところから最初は入っていきながら、だんだん

防災という観点も出てきて、昨今では、座長のほうから御指摘がございましたとおり、千葉

の台風等でかなり倒れたと。 

 あれも、道路の上で倒れて緊急輸送道路が使えなくなったということだけではなく、通常

民地に立っているようなものが倒れて、通信障害、電力障害が起きたというところもござい

ました。そういった観点で進むべきところについても、経産省やエネ庁も含めて、電線管理

者でやりたいようなところ、そういった要するに電力事業から見て幹線なところ、道路から

見て幹線なところについては、市街地の緊急輸送道路ということでしっかりやっていきた

いというふうに思っています。 

 彼らにとって幹線経路となっているところは、積極的にやっていこうじゃないかと。そこ

で、道路ができるところについては、電線共同溝手法でやるけれども、電線管理者でやって

いただかなきゃいけないというところは、今回の計画にもしっかり書かせていただきまし

たので、そういった進め方をしていきたいと思ってございます。 

 当然、最終的な目標とかというのも非常に難しくて、基本的には市街地の緊急輸送道路に

ついては全て無電柱化をしていきたいというふうに考えてございますし、景観等で世界遺

産の周りだとか、それから重要伝統的建造物群の周りは、やはりあるよりはないほうがいい

というところでございます。 

 かといって、富士山の周りの電柱を全部なくすのかというところになると思いますので、

座長、おっしゃったように立っていいところはあるんだと思うので、そういったところをし

っかり仕分けた上で、整理をしていかなきゃいけないんだろうなというところでございま

す。 

 それからメンテナンスの問題等、御指摘ございました。メリット・デメリットも含めて、
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メンテナンスのということがございましたが、メンテナンスはどっちがやりやすいのか、少

し電線管理者、剝き出しになって、災害等あったときも、引き直すときにはやっぱり電線、

電柱のほうがやりやすいという声も聞いたことあるんです。災害を受けやすいという意味

では、やはり電線・電柱のほうが圧倒的に被害を受けることがございますので、そういった

取組も含めて、少し数多いステークホルダーにしっかり意見を聞きながら、整理をしてまい

りたいと思います。 

 それから、予算の面につきましては、少し途中で御説明をしましたけれども、直轄事業で

進めているところ、それから補助事業につきましては、交付金等、進めているところがござ

います。当初予算、今年の予算では、まだ自治体にお任せしておりますけれども、過去に行

った事業で、電線共同溝、無電柱化事業に使ったものというのは分かると思いますので、そ

の辺は少し整理をして、次回御説明をしっかりさせていただければというところでござい

ます。 

 それから、この無電柱化事業自体の評価ということでは、非常に、Ｂ／Ｃとかで測られる

ようなものじゃないと思います。やっぱり地域の住民の方が、あるよりはないほうがいいね

というようなところがございますので、なかなか難しい。ですので、さっき座長からお話が

ありましたとおり、少し本を書くようなつもりでという御指摘がございましたけれども、少

しそういう冗長的な書き方もちょっとお許し願えればというふうに思ってございます。 

 それから、民間事業の費用の面でございますけれども、電力の料金に少し跳ね返させて、

その中でということで、今、託送料金の議論も進んでおります。今、少し経産省のほうでそ

ういう議論もされておりますので、そういったことを踏まえて、そういった記述もさせてい

ただければというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

【上山座長】  ありがとうございました。よろしいですかね。 

 それじゃ、引き続きよろしくお願いします。 

 じゃ、次のテーマ、空港安全について、航空局、お願いします。 

【堀江課長】  航空局でございます。空港の安全の確保について、資料で御説明申し上げ

ます。資料の１３ページまでは、業務施策のおさらい的なものでございますので、さらっと

御説明を申し上げたいと思います。 

 主に、まず９ページを御覧いただきたいと存じます。空港の安全の確保につきましては、

そこにございますように、国際的な方針に従いまして平成２６年度より導入いたしました、
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航空安全プログラムという枠組みに基づいて取り組んでいるところでございます。この航

空安全プログラムにつきましては、国際ルールに基づきまして、航空局、私どもが安全を監

督する当局、レギュレータとして策定し、これに基づき、プロバイダである空港管理者、双

方で事故等を防止し、安全を確保するためにＰＤＣＡサイクルを回しながら取り組んでい

く、こういう仕組みでございます。 

 また、空港管理者につきましては、安全管理システム、ＳＭＳを設定いたしまして、安全

確保に取り組んでいただいているところでございます。今回のレビューにつきましては、国

内の事故等の防止を目的とした安全確保ということでございまして、以前、委員のほうから

も御指摘、御質問がございましたけれども、空港へのテロあるいはサイバー攻撃といった不

法行為についてはどうなのかというお問合せがございましたが、９ページの右上に書いて

ございますように、そういった不法妨害行為につきましては、また別の枠組みということで

ございますので、本レビューの事項としての対象外としております。 

 航空安全プログラムに基づく空港の安全確保でございますけども、当局、空港管理者双方

とも安全目標値を設定いたしながら、それぞれ達成状況をチェックし、取組を実施している

ところでございます。 

 １１ページを御覧いただきたいと存じます。空港の安全に影響を及ぼす事態でございま

す。どのような事態が対象となるかということでございますけども、航空事故、そして航空

事故には至らなかったもののそのおそれがあったという重大インシデント、さらに安全上

の支障を及ぼす事態といたしまして制限区域内事故。この３つにつきまして、安全目標を設

定し、取組を行っているところでございます。 

 １３ページを御覧いただきたいと存じます。評価の視点・手法でございます。まず、視点

の１といたしまして、国の安全指標及び安全目標値の達成状況がどうであったかというこ

とにつきまして、各空港の安全指標・目標値の達成状況等との関連性を含め、分析・評価し

てございます。 

 視点２と視点３につきましては、空港の規模別に見てございます。視点２は、特に大規模

空港でございますが、大規模空港における安全管理システム、ＳＭＳの確立状況について分

析してございます。大規模空港につきましては、安全に係るリスクが当然多いと想定されま

すので、ＳＭＳの確立状況や事前予防的な取組の実施状況について、事態の発生状況との関

連性を含め分析をしているところでございます。 

 視点３でございますけれども、中小規模空港においての安全文化醸成でございます。これ
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は後ほど御説明申し上げますが、とりわけ中小規模空港のうち、地方管理空港につきまして

は、地方公共団体が管理してございまして、ここについては、空港の専門職でない職員の方

が空港業務に従事しているということが、何らかの影響があるのではないかという視点を

持って分析をしているところでございます。 

 それでは、続きまして、１４ページを御覧いただきたいと存じます。まず、視点１に係る

分析について行ってございます。航空事故の発生率、重大インシデントの発生率につきまし

ては、国の安全目標についてはゼロ、０.０でございますけども、航空事故については過去

５年間で達成してございます。 

 重大インシデントにつきましては、令和元年度に１件のみ発生いたしましたので、令和元

年度については、重大インシデントについては達成してございませんが、その他の年度にお

いては、おおむね達成しているというふうに考えてございます。 

 問題なのが、制限区域内の事故でございます。この制限区域内事故につきましては、過去

５年間におきまして、達成しているのが３か年度でございます。この制限区域内事故の発生

率でございますけども、この目標値の考え方といたしましては、平成３０年度の目標値をス

タートといたしまして、１５年間でリニア的に半減していくという目標値を設定してござ

います。 

 御覧いただくとおり、継続的にリニア減少にはなってございませんが、５か年のうち３か

年、目標を達成しているということでございますので、目標設定の考え方についておおむね

妥当性があるのではないかと考えてございます。 

 続きまして、１５ページを御覧いただきたいと存じます。コロナ禍ということもございま

す。今回の目標の設定につきましては、航空機の着陸回数をベースとしてございますので、

着陸回数が少なくなって、令和２年度等についてはどういうものかということを分析して

ございます。 

 この試行的分析において、航空機の運航回数との連動性が高いと考えられる事案だけを

抜き出しますと、令和２年度は達成してございませんが、５か年のうち４か年度は達成して

いると。先ほど申し上げたように、全体を溶け込ませると３か年度でございますけれども、

運航回数との連動性を加味しますと、４か年度達成しているということでございますので、

今後、レビューを進めていく中で、運航回数との連動性の高さについてどう考えるかという

ことを、引き続き検討してまいりたいと存じます。 

 続きまして、１６ページ、１７ページを御覧いただきたいと存じます。航空事故発生率と
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重大インシデント発生率についてはおおむね達成しているわけでございますが、制限区域

内事故の発生につきましては、先ほど申し上げましたように、５か年のうち３か年度発生率

が目標達成という発生状況にございます。 

 この発生につきまして分析してみますと、大規模空港においての発生というのが約８割

を占めているということでございます。これ、後ほど視点２のところで申し上げますけども、

この制限区域内事故の８割が大規模空港で発生しているということについて、いかにこれ

を減少させていくかということが今後の検討になってくると存じます。 

 視点２に移らせていただきます。関連ページといたしますと、２０ページから２４ページ

でございます。ここについては、通貫で御説明を申し上げます。大規模空港につきましては、

８空港ございますが、８空港ともリスク評価をきちんと実施しておりまして、一覧表によっ

て整理もしてございます。いわゆるリスク管理を実施しているということでございます。 

 また、空港内事業者との間でのコミュニケーションをとっているということもございま

すが、ただ、その頻度についてでございますが、毎月会議等々においてコミュニケーション

をとっているところというのは、やはり制限区域内事故の発生が少ないという傾向が見ら

れるということもございます。 

 また、８空港とも、私どもから水平展開している、いわゆる水平的にいろいろと共有でき

るような情報について展開してございますが、それらを基にしたリスク評価というのは必

ずしも行っていないのではないかというふうに見られますので、ここについては注視して

まいりたいと存じます。 

 また、今申し上げましたように、確かにリスク管理、リスク評価をしているのでございま

すが、そのリスク評価を空港管理者が実施している基となる情報、ここについてはどういっ

たものによってリスク評価をしているのかということについて、私どもの監査の中でもな

かなか見切れていない部分があるのではないかというふうに考えてございます。例えば、リ

スク管理については、自空港の中の、要するに自分たちの空港の中のハザードを基にしたリ

スク評価というのが主でございますけども、制限区域内事故の原因はヒューマンエラーが

中心となっておりますので、先ほど申し上げたように水平展開をしている他空港における

制限区域内事故の原因となっているヒューマンエラーですとか、そういった情報というの

もやっていくべきではないかというふうに考えてございます。 

 続きまして、２８ページ、２９ページ、あるいは３０、３１ページまで一気に御説明申し

上げます。中小規模空港における安全管理でございますが、ここにつきましては、特に地方
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管理空港についての問題でございます。地方管理空港、冒頭で申し上げましたように、やは

り空港の専門職でない地方公共団体の職員が業務に就いているということもございます。

これは、人事異動といったものが業務経験等々に影響を及ぼす。また、ＳＭＳに係る知識を

習得する機会の醸成という問題もございまして、こういったものを今後、地方公共団体との

間できちんと検討してまいりたいというふうに考えてございます。 

 最後、３５ページでございます。これまで先生方からいただいた御意見と、今後の対応方

針でございます。１番目のサイバーテロ等々の不法妨害行為につきましては、先ほど申し上

げましたように今回の対象外でございますが、自然災害につきましては、昨年、航空法を改

正いたしまして、空港の安全確保の機能確保というものの中に、自然災害が加味してござい

ますので、そこについて見ていくということでございます。 

 その下の御意見はステークホルダーとの関係でございますが、先ほど申し上げましたよ

うに、その都度、当局、あるいは空港管理者のほうから事故を発生した事業者に対して指導

監督してございますが、それが適切であったかどうかについても、きちんと確認してまいり

たいと思います。 

 また、事故分析につきましても、先生方からタイムプレッシャーですとか、高齢化等々の

お話もいただきましたので、その原因についても見ていきたいと存じます。監査手法につい

ても、先ほど申し上げたように、リスクに着目した監査、情報をきちっと見ているかどうか

ということも含めて、今後の監査の方向への反映につなげてまいりたいというふうに考え

てございます。 

 雑駁でございますけれども、以上でございます。ありがとうございました。 

【上山座長】  ありがとうございました。 

 では、どなたからでも、どうぞ。では、私のほうから、ちょっとコメントです。この枠組

みというか、安全マネジメントとか、リスク評価の手法については、きっちり展開して整理

されている。しかし政策評価は、現地・現場の実態を変えることが最も重要で、そういう意

味では、大規模空港の実際に事故を起こしているところ、ここの現実を変える形で、間接的

だけど、政策評価が寄与するというのが大事だと思う。 

 そういう意味で、私は情報公開をきっちりやるべきだと思います。資料を見ると、Ａ空港、

Ｂ空港とか、匿名にしてありますけど、これは、実名で出すべきだと思います。 

 それからどういう事故だったかという事故の内容詳細、これもきっちりと公表するべき

だと思う。 
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 かつ、このリスクマネジメント以前の状態だと思うんです。これだけの数の事故が起きて

いるというのは、民間の運輸事業者の普通の仕事の仕方、例えば鉄道とか、あるいは飛んで

いるほうの航空に比べると、インシデントが多過ぎると思う。なので、これはある意味、事

故の中身の公表もやる。 

 さっき道路については、電柱白書みたいなものを最初に書いたらと申し上げましたけど、

同じように、大規模空港に絞ったらいいと思うんですけれども、これだけの数の事故を毎年

起こしているというのは、やっぱり本質的におかしいので、きっちりと情報公開して、その

原因がどこにあるのかという、自己点検をやっぱり求めるべきだし、その点検結果報告書も

本来は載せるべきだと思うんです。 

 それ以外の予兆分析とか、ヒヤリハットとか、ここに書いてあるような手法というのは、

そういう原因分析をちゃんと終えた人がやることでしょう。小中学校を卒業していないの

に、大学の科目をできているかどうかとチェックしているみたいに見えるので、大空港に絞

って、そもそも一体これはどういうことなんだということをきっちり情報公開すると。また

それぞれの空港管理者や事業者かもしれないけども、その人たちの意見を求める。そういう

やり方が理想だと思います。 

 現実には、航空局の権限だとか、いろんな問題もあるので、フルにはできないかもしれな

いけれども、やっぱり空港安全確保というのがテーマですよね。なので、空港安全確保のた

めには事故再発を直接的に防ぐということが重要なので、リスク管理の部分は国交省とし

てはちゃんとやっているんだけども、現地現場の基本動作がちゃんとできていないという

部分を、やっぱりちゃんと掘り起こす。 

 空港単位の情報公開は最低限やるべきだと思うんですよね。 

 ほかの委員の方、いかがですか。 

 工藤さん、それから白山さんですね。どうぞ。 

【工藤委員】  工藤でございます。空港の問題はいろいろあると思うんですが、そういう

意味では、個人的な話で若干恐縮ですけれども、国土交通省の交通政策審議会の、特に海路、

航路の話をやっております。こちらは、皆さんも御案内のように、例えば数年前に台風の影

響もありまして、関空と結ぶ橋に船舶がぶつかった結果、関空が実際に使えなくなるという

ようなインシデントがございました。 

 実は、国土交通省内でも、この問題については、いろいろな部署がそれぞれの立場から分

析しているというふうに把握しております。そういう意味では、今回、こちら、本省でこの
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問題を分析するに当たって、ほかの視点からどういうふうに分析されてきているのか。例え

ば、この問題というのは空港そのものの施設ではなくて、空港に結ばれる、空港に行くため

に必要な架橋にどのような問題があるかということになるわけです。 

 それによって人々の流れが塞がれてしまうと、空港が使えなくなる。つまり、結果的には、

空港に対する重要なインシデントになるので、その辺り、ぜひこの機会に情報共有をしてい

ただいた上、つまり、私の個人的な感想ではありますけれども、相当省内にはいろいろな情

報があって、しかし、残念ながらそれが縦割りといいますか、それぞれの部署に情報が止ま

ってしまっている可能性がございますので、それをぜひ共有していただいた上、今回の結果

にもし反映できる点があれば、反映していただけると、非常に省庁横断的な回答になるので

はないかと思いますので、ぜひ御検討いただければと思います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

【上山座長】  じゃ、白山さん、どうぞ。 

【白山委員】  基本的には、まず座長がおっしゃられたように、大規模空港でどうしてこ

んなに事故が頻発しているといいますか、なかなか減らないのかという原因分析をすると

いうのは大前提としてはございますが、いろいろと評価書で触れられている中で、国交省側

のほうの監査、これは内部統制的な観点やリスクマネジメント的な観点からいうと、独立的

立場からの外部モニタリングということですけども、それについての課題も述べられてお

られたので、参考までに申し上げます。 

 リスクの評価と対応という点からは、リスクをどういう情報に基づいて識別しているか

という観点が重要でございます。それから、ハザードマップとおっしゃっているものですが、

これは多分、リスクコントロールマトリックスのイメージだと思うんですけども、非常に形

骸化しがちなんです、こういうものを作ると。実際にどういう形で、毎年度、ゼロベースで

このリスクというものを現場で捉えているのかという、そのやり方が重要になります。 

 前年踏襲型が結構多いので、本当にリスクをきちっと現場が認識した上で、このリスクコ

ントロールマトリックスを作っているかどうかという点です。あとは、触れられておられま

したが、他の空港とのリスクの情報の共有、情報とコミュニケーションの観点からなど、い

ろいろな観点がございますので、その辺をもう少し踏み込んで書くというのも１つの手か

なと思いましたので、御参考までに申し上げております。 

 以上です。 

【上山座長】  どうぞ、佐藤さん。 
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【佐藤委員】  すみません、よろしくお願いします。地方管理空港について３点なんです

けれども、地方管理空港と一くくりにしていいのか、何らかの地域差があると、こういう事

故の発生であるとか、そういったことについて、ヒューマンエラーも含めてですけども、地

域性があるかどうかというのは、マップを見ると分かるように、やたら問題を起こしている

空港が、この地方管理空港の中にあるのかどうか。その地域差を見せるというのが１つあっ

ていいかなと。 

 それと、さっきの指摘事項の是正率を見ると、これ何ページだっけ、地方管理空港のほう

が高いということにはなっているんですが、多分それは是正する対象もマイナーなもので

あれば、当然是正率は高くなるので、この辺り。これ、２９ページ、なので、これ、不適切

事項もどの程度重大かどうか次第だと思うので、その辺りでもうちょっと整理したほうが

いいかなという気がしますということです。 

 あと、これ専門的な知識が足りないとかいうのは、地方ではいかんともしがたいことです。

そもそも地方自治体は人手不足ですし、ローテーションがかかるわけなので、なかなか地方

自治体が直営でやっている限りにおいて、専門的な知見を蓄積するというのは、ちょっとあ

まり当てにならないかなという気はするので。 

 この辺りで、例えばさっきＰＦＩとかもありますけれども、民間の活用であるとか、ある

いはＩＣＴ、デジタル化、こういったものの技術活用とか。つまり、人間、職員に取って代

わるものって何かあるのかどうか、その辺、もし優良事例があれば、それを紹介いただけれ

ばいいですし、ないとしたら、可能性としてどんな解決策があるのか。 

 くどいですけど、地方公務員に多分、専門的な知見を持てというのはかなり無理があると

思うので、そのあたり、対応策を幾つか考えられたらいかがかなと思います。 

 以上です。 

【上山座長】  ほかの方。どうぞ。 

【加藤委員】  では、私もよろしいでしょうか。１つは、グッドプラクティスがうまくま

とめられて、共有される仕組みというのがあるのかが気になりました。おそらくあるのだろ

うと想像しておりますが、もしそういう仕組みがないのならば、よい事例を関係者で共有す

る仕組みが必要だと思います。 

 もう一つは、安全の問題なので、どうしてもネガティブチェック側に行くのは仕方のない

ことだと思うのですが、現場の方々は安全を確保するためにものすごく努力を既にされて

いるはずです。関係者の方々が頑張っているということを、まずきちんと言うべきなのでは
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ないでしょうか。 

 ただ、それでもこういう問題が起こっているのも事実なので、現場の方々がやる気をなく

したりとか、ネガティブチェックをずっとやり続けられてさらにミスを繰り返したりとか

しないようにしつつ、問題解決を目指すことが必要かもしれません。安全に関わる問題なの

で事故を起こすと、本人だってハッピーではないはずなので、どうやったら現場で働いてい

る人たちがきちんとハッピーになって、安全も確保できるのか、という視点から整理すると、

より現場の立場から安全確保につなげられるのではないかと思いました。 

 以上です。 

【上山座長】  ほかの方、ありますか。 

 ちょっと私から、委員の皆さんの議論を聞いていてさらに思ったんですけど、空港管理者

がいて、空港会社といいますか、そこが契約を結んで、基本、制限区域内を使わせるという

のはエアラインなんですかね。そこから、グランドハンドリングになるんですか。 

【堀江課長】  そうですね、エアラインとグラハン。 

【上山座長】  エアラインとグラハン、それぞれに許可を出すと。あるいは、エアライン

がこの人を使いたいということで。 

【堀江課長】  両方。 

【上山座長】  両方ですね。さらに、実はその下に下請会社とか、派遣会社がある。実際

は、だから、それぞれの事例を分析しないと分からないんだけど、事故を起こしているのは、

多分エアラインではないんだろうと思うんです。恐らくグラハン会社、あるいはグラハン会

社に人を送っている派遣会社の人材管理がまずいとか、人手不足とか。この辺の実態をはっ

きりさせないと、空港管理者にもっと注意しろと言っても、多分管理者としてやれることは

もう限界ですとなっている。 

 だとしたら、契約の中に、例えば事故を起こしたら罰金を取るとか、あるいは事業許可を

取り消すとか、そういったような基本的なところの仕組みをつくらないと、これ性善説だけ

でやっていても、私は駄目じゃないかと思うんです。 

 加藤先生は性善説をさらに推し進めた形もいいんじゃないかとおっしゃっていますが、

私も現場の人向けという意味では賛成なんです。でも、このサプライヤー、グラハン会社と

かの経営体質の問題に至るほどの件数だろうと思う。 

 管理者も、もしかするとちゃんと見ていない可能性もあるかもしれない。エアラインのほ

うばかり見ていて、グラハンを見ていない。それから、エアラインの子会社が多いので、エ
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アラインに言って事足れりで終わっている可能性がある。 

 この辺り、実際に誰の責任かを追及するというより、構造的になぜこのようなものが頻発

するのか。例えば特定の会社がいつも起こしている可能性があるわけです。だったら、そこ

を見ていく。 

 今回の政策評価はリスクマネジメントの議論をしているのですがリスクマネジメントを

いくらやったって、事業者が、例えば人手不足で大変な状態とか、機材がぼろぼろとかだと、

リスクとして挙がってこないです。 

 私は、リスクとして認識をする能力がない事業者が事故を繰り返しているんじゃないか

と推測しますこれだけの数が出ているというのは、リスクの認識がないんだと思います。仮

説でしかないので、いろいろ調べて検討いただければと思います。 

 それでは、引き続きよろしくお願いします。 

【堀江課長】  ありがとうございます。まず、上山先生から最初にいただいた情報公開の

点ですが、実はこの政策レビューとはまた別に、私ども、航空局といたしまして、空港の安

全に係る情報ということで、前年版の情報を大体この時期に公表してございます。その中に、

先生おっしゃったように、確かに何々空港ということで、どういう事例があったということ

は出してございますので、そういったこともきちんと取組をさせていただいていると。 

 あと、各先生からいただいた御意見、御指摘につきましては、次回に向けて引き続ききち

んと検討して対応してまいりたいと存じます。どうもいろいろありがとうございました。 

【上山座長】  結局、誰がというか、どういう会社が事故を起こしているんですか、概観

して。グラハンですか。 

【加藤委員】  オフレコにしないと、しゃべれないのかもしれませんよ。 

【上山座長】  固有名詞は要りませんけど、業態を教えてください。 

【随行者（航空局）】  そういう車両とか、左右をしている会社ですので、グランドハン

ドリングという業態が。 

【上山座長】  きっと、エアラインの子会社が半分ぐらいですね。ということは、エアラ

インにちゃんとやってくださいと言うのが近道ではないかと、私は思うんですけど。そうい

うことも含めて、それがいろんな部署に分かれているという話だと思うんです、結局。 

【堀江課長】  了解いたしました。 

【上山座長】  じゃ、よろしくお願いします。 

 それでは、地理空間情報、お願いします。 
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【大木部長】  国土地理院でございます。お手元の資料３－４、「地理空間情報の整備・

提供・活用について」を御覧ください。 

 めくりまして１ページからであります。国土地理院では、測量法を軸として、地理空間情

報の活用推進基本法など、幾つかの法律に基づいて各種の地理空間情報を整備、提供してお

ります。 

 今回のレビューでは、委員の先生方のアドバイスも踏まえまして、アンケート調査、ヒア

リング調査を進め、測量事業者だけでなくて、国民や社会のニーズと、国土地理院の認知度

に迫っていければと思っております。 

 また、レビューをする上で、最近、頻発化・激甚化する災害や、効率的かつ迅速にデータ

の提供を進めるなど、社会情勢の変化が激しくなっておりますので、そういったことにきち

んと対応してきたのかということを重点としたいと思っております。そして、現行の基本測

量に関する長期計画、これがもうじき切れますので、次のレビューは次の基本計画に反映す

ることを目標としております。 

 ２ページを御覧ください。ここでは、この評価書の目次構成案を示させていただいており

ます。３章からは国土地理院のアウトプット、４章では、アンケート、ヒアリングの結果を

中心として、できればアウトカムに迫れるような評価、５章は、これらを踏まえて、今後の

課題を書くことで、現在、執筆を進めております。 

 では、次のページから、この目次案に沿って御説明をさせていただきます。３ページを御

覧ください。こちらは、第１章で書きます、いわゆる国土地理院の自己紹介でございます。

沿革、組織、予算などを示しております。 

 次の４ページを御覧ください。測量法に基づいて戦後、測量行政を進めてきたわけでござ

いますけれども、これまで７次、現在８次ですが、長期計画によってこれを推進してきてお

ります。この間の測量行政の歩み、地理空間情報行政の歩み、そして前回のレビューと進め

るということでございます。 

 続いて、５ページを御覧ください。測量法、地理空間情報活用推進基本法以外にも幾つか

の法律が関連しますが、ここでは災害対応ということで、災害対策基本法、左側の下に赤線

を引いておりますが、国土交通省本体や気象庁などと並んで単独の指定行政機関となって

いること。また、右側では、御指摘の中で自衛隊との連携はということもありましたので、

根拠条文として自衛隊法の１０１条に、自衛隊と国土地理院は相互に緊密な連携を保たな

ければならないと明記された条文があります。災害時などは、ここの写真にありますように、
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一体となって災害対応に当たっているということをお示ししていきたいと思っております。 

 続いて、６ページを御覧ください。２章の最後になりますけれども、前回の国土地理院の

政策レビューについて触れております。全く同じテーマで行っておりましたけれども、その

ときの評価の結果としましては、ここに示しますように、ほぼ基本計画の目標は達成してい

たというところで、前回の計画の終わりを迎えたところでございます。 

 ７ページを御覧ください。これが現在の基本測量の長期計画でございます。平成２６年度

からということで、３.１１、地震の後、津波の後ということもあり、防災分野を足がかり

といった表現ですとか、また、測量にとどまらずに、新産業の創出や国民の利便性の向上の

ためといったことがうたわれています。 

 ８ページを御覧ください。基本計画は１０年計画ですので、次は令和６年からの計画にな

ります。あと２年になりましたので、今回の政策レビューはそこに向けてということにでき

ればと思っています。 

 特に、この左の緑の枠ですけれども、この間、計画を立てたときから、かなり大きな社会

的な変化が続いております。災害の激甚化、頻発化、スマホもほとんどない状態、また、ド

ローンも生まれましたし、政府全体としてもオープンデータの取組、デジタル庁も立ち上が

ったところでございます。教育分野では、久しぶりに高校の地理が必修化された。そういっ

たことにきちんと対応してきたかという評価、そして、この延長上として、次の基本計画の

中でどのようにつながっていくのかということをきちんと分析したいと思っております。 

 続いて９ページでございます。例えば、社会情勢の変化にどう対応したかの例でございま

すが、申し訳ございません、ここは定量的な書き方となっておりませんが、きちんと定量的

にしたいと思っております。 

 一番上の災害の激甚化ですと、例えば災害を伝承するための新しい地図記号、この教育へ

向けたもの、もしくは、浸水の推定図、熱海の調査など、こういったことを事例としてきち

んと出しながら、提供されたデータがどのように活用されてきたかということを入れたい。 

 また、真ん中ですと、準天頂衛星、日本版の測位衛星ですが、これが４機体制となってい

ること、それに連れてどのような対応をしてきたか。ドローンもございます。教育について

も進めたいと思っております。 

 １０ページからは、測量、地図、防災を１つずつ見ていきたいと思っております。１０ペ

ージのところは、測地的なもの、これは非常に精度が上がったり、領土の観点の活動もして

おります。 
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 １１ページですと、これは地図のところですが、右上にありますような標高データ、これ

まで数メートルの精度にとどまっていた我が国の標高データは、現在数センチの単位での

整備が約７割終わったところという状況でございます。こういったものを生かして、活断層

の位置をより明確に、また、土地の脆弱性といったものもよりはっきり見えてきて、これら

が活用されている様相を示したいと思っております。 

 １２ページは防災への活用の実例でございます。左上は３.１１のときの地面の動きです

が、この図を作るのにかなりの時間がかかりました。しかし、現在はこれがほぼリアルタイ

ムに出せるようになっております。 

 早速、熊本の地震では、ほんの数分後にこういった動きが出ます。３.１１のときには

４０分の時間的余裕があった津波の到来が、南海トラフでは１０分程度で来ると言われて

いますので、時間の短縮を気象庁と一緒に目指しているところでございます。 

 右側は、新たに登場してきたドローンです。下の真ん中は、先般の熱海のときにドローン

を使い、複数回の標高データを比較して、こういった差分も出てきたということでございま

す。 

 １３ページは、ヒアリング、アンケートなどで、国民の要望、そういった認知度に迫ると

いった構造でございます。 

 １４ページは、アンケートの概要でございます。オープン型のインターネット調査などを

駆使したいと思っております。 

 一部終わったところでございますと、１５ページになりますけれども、事業者のアンケー

トの結果は、このように防災や基盤情報への期待が大きいということも出ております。また、

国土地理院の中の数字で取れるものといたしましては、国土地理院のウェブ用の地図はア

クセス数がとれます。災害の都度、上がっていく様子も見られていますが、ベースとしては

かなりのアクセス数が向上してきているということが数値的に捉えられておりますので、

こうしたものを分析に入れたいと思っております。 

 １７ページは、既に終わったアンケート、また、これから、今まさに行っているアンケー

ト、また、先生方の指導も受けまして、ヒアリング項目を固めましたので、来月の終わりに

はヒアリングを終了して、それをまとめられると考えております。 

 １８ページは、これまでに委員からいただいた御意見と、それに対する対応方針をまとめ

させていただきました。 

 私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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【上山座長】  ありがとうございました。では、どなたからでもどうぞ。 

 じゃ、私のほうからですけど、非常によくまとめられている。やっていることの整理とか

評価は非常によくやられている。しかし初心者向けかもしれませんが、２ページの目次のと

ころに、結局誰がこれを使っているのかという棚卸しをぜひやっていただきたい。建設会社

とか、いろんなプロの人たちもいるし、一般の人とか、教育目的とか、研究目的もあると思

う。利用者がどんなタイプの人たちで、どういうタイプの情報を、どんなときに、何の目的

で使っているのかと、そういうのがある程度分かると思うが、それがないと、結局いろいろ

整備して提供されているのはいいんだけど、活用というところについての議論が見えなく

なる。なので、利用者について、きっちり整理をする。１個、章を設けて、２章と３章の間

に１個足してもいい。こういう情報がそもそも世の中でどのように受け入れられているの

かについて書く。 

 それから、あと、こういう情報を使って、さらにその情報を加工してビジネスをやってい

る人たちもいる。地図屋さんとかですけども、その人たちがどんな顔ぶれで、特にＩＴ関係

ではこういうベンチャーが出てきているとか、ＧＩＳデータを使って、何かこういう新しい

産業が生まれているとか、その辺の実態調査というのが章立ての中に抜けている感じがし

ます。 

 それがないと、活用というところの話になかなか行かないので、それを最初のほうに入れ

る。例示的には２２ページとかにいろいろ書かれているんだけど、これは抽象論であって、

具体的にどうなのかが欲しい。 

 それから、あと２６ページから後ろあたりを見ると、アンケートもちゃんとされている。

しかしこれは自分らの仕事ぶりを聞いているだけで、あなたたちはうちの何を、いつ、何の

目的で使っていますかということが書かれていない。相手の立場に立った利用実態という

のが描かれていなくて、抽象的にうちのデータはどうですかという、こちらがやっているこ

とに対しての意見を求めているだけで、彼らが何をやっている全然書けていないです。 

 総じて点検としては素晴らしいけど、プロダクトアウト的でマーケットインになってな

い。利用者目線がほぼ欠如。ちょっと掘り起こして書いていただくべきだと思います。 

 ほかの方、いかがですか。 

【大串委員】  お願いします。ありがとうございました。非常に私でもよく分かるような

書きぶりで、特に地理データに関して、今いろんな応用例が出てきておりますので、非常に

皆様たちの御活躍が以前にも増して分かるような日々を送っているかなと思います。 
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 最近、自治体さんといろいろ会議とかをやっていて非常に話題になるのが、森林活用の事

例において、どの山に、どういう森林が、どれぐらいの育成状態であるのかというデータを、

やっと今、自治体がドローン等を飛ばして森林状況把握というデータ収集をし始めている

と。 

 国土地理院さん、もしかして持っているんじゃないかなと思うような話もあるんですけ

れども、その辺の交流具合、お互い、どんなデータを持っているのか、国土地理院が持って

いないんだったら、自分たちで収集して、国土地理院にバックしようとか。もしくは、国土

地理院さんが、そこら辺をしっかり自治体が使えるデータとして提供できるから、予算を獲

得しましょうという話にもなるわけで。 

 その辺りの自治体やほかの部署レベルが、今いろんなドローンを飛ばして収集している

データとの整合性を含めて、今のところの現状を把握していただきたいなと。要するに、二

重三重でデータをとるような無駄も発生してほしくないですし、どちらかというと、国土地

理院さんがしっかり持っていて欲しいデータはしっかりとるような形で、データ収集範囲

を広げていただきたいというのが１点目です。 

 ２点目は、海図、海の中の図に関してデータ収集、どうなっているのかなというのが出て

いないので、もしそういったことを収集されているのであれば、現在、日本の海底に非常に

いろんな資源等が眠っているんじゃないかという話もあって、国防的な観点からも全部公

表できるわけではないと思うんですけれども、ありとあらゆる日本の地図情報、地点情報を

国土地理院は収集するんだと。 

 その中でのロードマップの中で、今これぐらいだという視点を少し入れていただけると

いいかなと思いました。 

 すみません、以上です。 

【上山座長】  ほかの方、どうぞ。田辺さん、どうぞ。 

【田辺委員】  何点か申し上げたいと思います。非常によく整理されて、以前よりも格段

に向上したとは思うのですが、やはり幾つかの問題点もございます。 

 １つは、上山座長もおっしゃったことですけれども、国土地理院で出している情報という

のは、あまりに基礎的過ぎるので、これをもとにいろんな機関が、例えば気象庁であるとか、

それからＪＡＸＡであるとか、この情報を基礎に田の情報を組み合わせて情報が加工され

て、最終的に利用者に至る。それで、国土地理院自体の出す情報をそのままを活用してもら

うということを狙い過ぎると、何か違うのではという感じがあります。 
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 要するに、やらなくていい仕事のところ、そこまで、手を伸ばすのですかというところが

ありますので、先ほど申し上げたように、利用者目線で、どういう加工をたどったものを最

終的に使っているのかというのを、はっきりさせていただいたほうがいいのかなというの

が、１点目です。 

 それとの関連で、情報ですから、同じような情報を出しているところがあるわけです。例

えばＪＡＸＡさんのほうで衛星の写真とかを出してくる。かつ、飛んでいる衛星もだんだん

地上に近いところで写せるようになりましたので、瞬時に提供するということができるよ

うになる。すると、情報の競合というか、どっちの情報を使うのか、どっちをどう売り込む

のかという、情報の競合と対抗みたいなところが出てくる。 

 その対立、競合が出てきたときに、自分たちは勝ちにいくのか、それとも相手にやらせて

おいていいのか、というようなところの図が見えるようにしないと、今後の国土地理院の業

務というものを、どう次の計画のときに展開すべきなのかということが、なかなか見えない、

反映できない部分があると思います。なので、今、２回目の調査のときにはそういったこと

を調べてほしいということを申し上げましたけれども、この点をお願いしたいというのが

２点目です。 

 ラストの３番目は、情報の利用のところがちょっと災害に着目し過ぎていないかという

ことです。もちろん、今回、いろいろなところで災害が生じて、それで、例えば熱海のとこ

ろもドローンを飛ばして役立ったということなど、いろいろあるとは思います。ただ、恐ら

くマーケットとして大きく進展しそうなのはむしろ災害以外のところ、例えば自動運転が

実用化されるときに、どのような情報を提供できるのか、基準点に関わるものとか、いろい

ろあると思うので、災害以外のところは一体どういう利用が考えられるのか。 

 自動運転等は、まだ目覚めたばかりの部分ではあるのですが、明らかにこれらは、先ほど

のｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎでもないですけれども、拡大しているマーケットだと思

いますので、そこでどういう利用がなされ得るのかというところも、もうちょっと記述、な

いしは構想でも構いませんけれども、加えていただくと、次の基本計画改定にかなり有効な

軸が出てくるのではないのかなと思っております。 

 以上です。 

【上山座長】  あとは、佐藤さん。 

【佐藤委員】  ありがとうございます。まず、アンケート調査についてですけれども、い

ろいろ聞かれているので、ぜひある程度セグメント分析というか、例えば自治体によってや
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っぱり利用の仕方も違いますし、あるいは行政機関によっても対応の仕方が違うかもしれ

ないので、こんな自治体がこんなふうに積極的に利用したとか、あるいはこういう自治体は

あまり利用されなかったとか、その辺りの分析はあっていいかなと。 

 全国ひっくるめて何％の自治体が利用したかどうかというよりは、どんな自治体が利用

したのかとか、どんな行政機関が何に利用したのかとか、そちらのほうが恐らく、今後、評

価していく上において有用かなと思いました。 

 あと、やっぱり国土地理院さんのビジネスモデルって、まさにＢｔｏＣというよりは、Ｂ

ｔｏＢだと思うんですよね。つまり、相手、エンドユーザーに直接働きかけることってめっ

たにないので、だからこそ、逆にニーズの把握って難しくて、国民にどんな情報が欲しいで

すかと聞いても、そこにはあまり意味がないので、やっぱりどうやって自治体や行政機関の

新しいニーズを酌み上げるか。 

 先ほどの自動運転なんかもそうだと思いますけれども、どうやってＢという自治体行政

機関のニーズを酌み上げるか、その辺りの仕組みが本来必要かなという気はしました。やっ

ぱり、その割にはさっきもグーグルアースを使っちゃっているケースもあるわけですから、

ほかの省庁が。具体的には防衛省ですけど。なので、やっぱりちょっと意外と国土地理院さ

んが身内でも使われていないケースがあるとおっしゃる、それは由々しき事態でもありま

すので、その辺り、ぜひニーズを酌み上げるという、何かそういう仕組みがあるといいかな

と思います。 

 以上です。 

【上山座長】  ほかの方は。 

【加藤委員】  地理空間情報は、国や地方自治体の政策立案する上で、超基本インフラで

あるという認識がまだ十分なされてないという気がします。地理空間情報を使わないと、Ｄ

Ｘ化も含めてより的確な政策立案ができないというメッセージを出してもいいのではない

かというのが、私の意見です。 

 以上です。 

【上山座長】  では、よろしいですかね。 

 どうぞ。 

【大木部長】  個別指導をいただいた中でも、まさに強く指摘されたところ、御指導いた

だいたところでございます。やはり我々、ＢｔｏＢが強いというところもありまして、なか

なか最後の利用者のニーズがとりづらい。また、利用しているのに気づいていただけないと
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いうところは、多々あるという御指導がありました。今回も、一般国民を対象とした

１,０００名規模のインターネットアンケート、また、その中でどのようなものを使ってい

るのか、国土地理院に対する認知度、そういったものにも入ろうと思っています。 

 また、ＢｔｏＢの中でも、地図作成事業者さんはその先に一般利用者がいますので、そこ

から一般利用者の声というのを間接的に聞くということも、ヒアリングの中で来月やりた

いと思っております。特に、今回御指摘いただきました加工するビジネス、特に電子的に加

工するＩＴベンチャーさんなど、新しいステークホルダーも急激に増えておりますので、そ

ういったところもきちんと対応したいと思っております。 

 いわゆる他省庁連携ですけれども、また技術としまして、林野庁さんとはかなり深く連携

しております。年に１回以上の協議会、幹部の連絡会等も行っておりまして、どこがどうい

う写真を撮ろうかとか、そういった無駄がないように。もともと測量法の目的として、測量

の重複の排除、これは空中写真の撮影もありますので、そういったところはきちんとやって

いますが、それが外部の評価の結果として分かるように記述させていただきたいと思いま

す。 

【大串委員】  自治体にもっとＰＲしていただけたらいいんじゃないかと思います。それ

だったら持っていますよとか。 

【大木部長】  そうですね。特に自治体・国の機関は、測量を行うときには、そのやり方

につきまして作業規程を作らなければいけないことになっていますが、それはほぼ国土地

理院が整備しました準則のほぼ引き写しとなっていますので、技術的なこともきちんとや

っております。 

 ただ、１つ、海図につきましては、これは経緯がございまして、もともと陸の参謀本部に

ありました国土地理院と、海軍にありました水路部、そこは現在も完全に分かれておりまし

て、海上保安庁さんの海洋情報部で海図を専管しております。 

 ただ、海岸線のところで共通しております。また、湖の一部、海水が入ってくる湖、そこ

は両方でやっておりますので、そういったところ、こちらも毎年、複数回の幹部連絡会、ま

た情報交換を密にしておりますし、相互に出向者交換もしておりますので、決して戦前の陸

海軍みたいなことは起こっておりませんので、御安心ください。 

 ちなみに、来週から神戸で地図展という行事が行われます。国土地理院も主催になってい

ますが、今回のテーマは海図でございますので、御紹介させていただきたいと思います。 

 ほかに幾つか御指摘いただいたものを、きちんと評価書に反映する方向でやっていきた
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いと思います。 

 最後に１点だけ。グーグルマップ、グーグルアースですけども、あれは深いところで国土

地理院の地図を基にしているという記述が、ほぼ見えないようなところに埋まっています。

決して彼らが独自に地図を作っているわけではございませんので、一応念のため申し上げ

させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

【上山座長】  ありがとうございました。さらにありますか。大丈夫ですか。 

 それでは、国土地理院さん、引き続きよろしくお願いいたします。 

 それで、今日の審議事項は全て終わりました。委員の皆さんはお手元の意見記載用紙、こ

れは残してください。オンラインの方もお送りいただくよう、お願いします。事務局はこの

記載用紙の内容を整理いただいて、共有化すると。それで、次のステップに進んでいただき

たいと思います。 

 それでは、事務局、最後のまとめをお願いします。 

【久保田政策評価企画官】  長い時間にわたりまして、熱心な御指導、ありがとうござい

ました。今後、いただいた御意見への対応方針を明確にしまして、予定されております個別

指導へ移行したいと思っております。 

 本日の議事録につきましては、後日、各委員の皆様による内容確認の後、公開いたします。

また、委員の皆様へメモ用に用意した資料等を机の上に置いて帰られた方には、後日郵送い

たします。 

 それでは、以上をもちまして、第５２回国土交通省政策評価会を終了いたします。誠にあ

りがとうございました。 

 

以 上 


